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◎中心市街地支援は「選択と集中」＝まちづくり３法検証で中間まとめ案－経済産業省

　経済産業省は、中心市街地活性化法など「まちづくり３法」の見直しに向けた検証を行

っている産業構造審議会流通部会と中小企業政策審議会商業部会の合同会議に、中間取り

まとめ案を提出した。現行は商業分野への支援が主となっている中心市街地活性化法につ

いて、都市機能の集約と、にぎわい回復策とを一体的に推進する方向で改正する必要があ

ると明記。市町村への支援も、こうした観点から「選択と集中」を図るべきだとの考えを

示した。

　まちづくり３法は、中心市街地活性化法、都市計画法、大規模小売店舗立地法。３法の

見直しは、国土交通省の審議会で議論が本格化しているほか、自民党でも検討が行われて

いる。経産省では、国交省などと連携して見直しの調整・具体化を進める。

　今後のまちづくりについて中間まとめ案は、少子高齢化の進展に伴い、①自治体のイン

フラ維持コストや行政サービスコストの抑制②地域コミュニティーの維持―などが不可

欠になると指摘。公共施設など都市機能を市街地に集約する一方で、総合的な市街地活性

化策も進め、「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を実現することが望ましいと

している。

　その上で、都市計画法による土地利用規制は、都市機能の集約を進めるため、▽郊外ほ

ど規制が厳しくなる体系への移行▽既存の用途制限（ゾーニング手法）を基本としつつ、

大型店に限定しない規制体系全体の見直し▽周辺市町村への影響を考慮した広域的な調

整の仕組みの導入―といった方向での見直しが期待されるとしている。

　また、大規模小売店舗立地法については、小売店以外の大型店舗も適用対象とすべきだ

との議論があるが、中間まとめ案は「生活環境への影響は施設ごとに異なり、一律の規制

はなじまない」などとし、見直しに慎重な姿勢を示した。

　一方、中心市街地活性化法は、市町村が策定する基本計画に基づいて民間主導のタウン

マネジメント機関（ＴＭＯ）が行う活性化の取り組みを国が支援する仕組みだが、これま

では商業分野が中心で、幅広い視点に欠けていたと指摘。公共施設を郊外に移転、新設す

る自治体も多く、市街地の衰退に歯止めが掛かっていないことから、法改正の必要性を明

示した。

　また、市町村が策定する計画についても、①ニーズの把握が十分でない②対象地域が広

過ぎる③数値目標の設定がない―などの問題点を列挙。国も、計画を詳細に評価せずに支

援を決めており、「結果として有効でない支援につながっている」と指摘し、改善を求め

た。（了）（２００５年７月１３日／官庁速報）










































